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答申書 
 

審査会の結論 

本件審査請求を棄却すべきである。 

 

理  由 

第１ 審査請求の趣旨 

生駒市長（以下「市長」という。）が、審査請求人に対し、平成３０年７月２日付

け「生○第○○○号」でした処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 経緯 

本件は、審査請求人が、生駒市地域生活支援事業実施要綱（平成２９年４月１日

改訂前のもの。以下「要綱」という。）第４９条第１項に基づき、市長に対し、要綱

第４８条第１項第６号に定める住宅改修費の給付を申請（以下「本件申請」という。）

したところ、市長が本件申請を却下する決定（以下「本件処分」という。）をしたの

で、審査請求人が、行政不服審査法に基づき、市長に対し、本件処分の取消しを求

めるものである。 

２ 前提事実等 

(1) 要綱第４９条第１項は「日常生活用具の給付を申請する障がい者又は障がい

児の保護者（以下この章において「申請者」という。）は、用具を購入する前に

日常生活用具給付申請書（様式第８号）に用具の価格がわかる書類を添えて市

長に申請するものとする。」と定めている。 

 (2) 審査請求人は、平成２８年１１月３０日に本件申請をした。 



 (3) 市長は、本件申請が住宅改修工事着工後になされたものであること等を理由

に本件申請を却下した。 

 (4) 本件申請に係る住宅改修工事は、平成２８年２月２０日以前に完工したこと

が、平成２８年２月２０日付け株式会社○○○○作成の審査請求人宛の請求書

から認められる。 

第３ 争点及びこれに対する当事者の主張の要旨 

１ 争点 

住宅改修工事の完工後にされた本件申請を却下した本件処分に違法又は不当があ

るかどうか。 

２ 争点に対する当事者の主張の要旨 

 （市長） 

要綱は住宅改修費の給付申請につき工事着工前にしなければならないことを定め

ているところ、本件申請は工事完工後にされたものであるから、本件申請を却下し

た本件処分に違法又は不当はない。 

 （審査請求人） 

ア 事前に洋式便器の改修工事申請を提出することなく、和式便器から洋式便器に

改修工事を実施したが、いつでも和式便器に戻すことができる据置型である。 

イ 工事の着工時期は工事代金が支払われた時点と解すべきであるから、平成２８

年１１月３０日にした本件申請は、実際に工事代金を支払った平成２９年２月２

６日の前、つまり工事の着工前になされたものである。 

ウ 住宅改修工事の完工後にされたものであることを理由に本件申請を却下したこ

とは障害者差別解消法第７条の趣旨に反し違法である。 

第４ 当審査会の判断 

要綱第４９条第１項は「日常生活用具の給付を申請する障がい者又は障がい児の

保護者（以下この章において「申請者」という。）は、用具を購入する前に日常生活

用具給付申請書（様式第８号）に用具の価格がわかる書類を添えて市長に申請する



ものとする。」と定めているところ、本件申請は改修工事着工後にされた不適法なも

のであるから、本件申請を却下した本件処分に違法又は不当があるとすることはで

きない。 

なお、工事の着工時期は工事代金が支払われた時点と解すべきとする審査請求人

の主張は独自の見解に過ぎず、採用することはできない。 

また、審査請求人は、本件申請につき、それが住宅改修工事の完工後にされたも

のであることを理由に却下されたことは障害者差別解消法第７条の趣旨に反し違法

であると主張する。しかしながら、要綱が住宅改修費の給付申請につき、それを工

事着工前にしなければならず、工事着工後は認めないことにしていることが障害者

差別解消法に違反するかどうかは当審査会の審査判断権の外にある。 

 以上のとおりであるから当審査会は審査会の結論のとおり答申する。 

第５ 審査会の審査経過 

 当審査会の審査経過は、次のとおりである。 

審査会の審査経過 

年  月  日 処理内容 
平成３０年１１月２０日 ・市長からの諮問を受けた。 
平成３０年１２月２８日 

（平成３０年度第６回審査会） 
・概要を確認し、審議を行った。 

平成３１年 １月 ７日 ・審査請求人から主張書面の提出を受けた。 
平成３１年 １月１６日 ・審査請求人から追加の主張書面の提出を受

けた。 
平成３１年 ２月 ５日 

（平成３０年度第７回審査会） 
・審議を行った。 

平成３１年 ３月１５日 
（平成３０年度第８回審査会） 

・審議を終結し、答申文を決定した。 
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